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◎ダイハツ工業㈱・エンゼル車提供制度 

【対象】 平成 29 年 4 月 1 日以降に第 3 子以上を出産し、出産時点で池田市に引き続き

６カ月以上居住している方 

【貸与車両・期間】 

・ ダイハツ工業㈱ 新車 

・ 無償リース契約締結日から３年間 

   ※制度詳細は今後調整 

 

◎エンゼル祝品支給制度（全ての出生児に祝金付の積立式定期預金通帳を贈呈） 

【対象】 出産時点で池田市に引き続き６カ月以上居住している方（現行は 1 年以上居住） 

【支給内容】 

区 分   現 行（額面）   改正後（額面） 
※現行では㈱池田泉州銀行が 5 千

円を負担。 改正後の第 3 子以上は

㈱池田泉州銀行が 1 万円を負担。

制度詳細は今後調整。 

第１・２子 10,000 円 10,000 円 

第 3 子以上 10,000 円 50,000 円 

【実施時期】 平成 29 年 4 月 1 日～ 

３人目からの赤ちゃん誕生で 

ダイハツ車無償貸与＋5 万円の定期預金通帳 

～ダイハツ工業㈱・㈱池田泉州銀行と子育て支援でタイアップ～ 

～サブタイトル(18P, メイリオ B)～ 

 

 平成 29 年４月 1 日から、第３子以上を出産した方に、ダイハツ工業㈱からの提案に

より同社の乗用車（新車）を３年間無償貸与していただく「エンゼル車提供制度」が再

開されます。また、池田市が、㈱池田泉州銀行の協力を得て出産祝品として贈呈してい

る額面一律１万円の積立式定期預金通帳の「エンゼル祝品」を、第３子以上は５万円に

増額するための費用を来年度予算案に計上します。 

これは、池田市が標ぼうする「子ども・子育て支援日本一のまち」の実現に向けて、

地元企業・金融機関の賛同・協賛を得て実現するものです。 

 

ふくまる一家 


